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【 漢 検 研 究 奨 励 賞 】 佳 作

上 代 漢 字 文 献 に お け る 「 矣 」 の 用 法

神 戸 大 学 大 学 院　 人 文 学 研 究 科　 博 士 後 期 課 程 3 年　 李 瑩 瑩

　 上 代 の 文 献 に お け る 漢 文 助 辞 の 用 法 と 訓 法 に つ い て は 、 多 く の 研 究 者 に よ っ て 議 論 さ

れ て き た 。 そ の 中 で 、 文 末 助 辞 「 矣 」 が 詠 嘆 の 終 助 詞 「 ヲ 」 の 正 訓 か ら 「 ヲ 」 格 の 表 記

に 発 展 し た 点 に 関 し て は 、 先 行 研 究 で も 一 致 し て い る 。 本 稿 で は 、 記 紀 を 中 心 に 再 度 用

例 を 考 察 し 、 「 矣 」 の 助 辞 用 法 か ら 助 詞 表 記 へ の 定 着 経 緯 に つ い て 、 も う 一 つ の 可 能 性

が 存 在 す る こ と を 検 討 す る 。 （ 底 本 に は 、 日 本 古 典 文 学 大 系 『 日 本 書 紀 』 、 『 風 土 記 』 、 旧

日 本 古 典 文 学 全 集 『 古 事 記 』 を 用 い た 。 各 引 用 文 の 下 の 括 弧 内 は 、 巻 名 ・ 旧 大 系 上 下 冊

の 頁 数 を 示 す 。 引 用 文 中 の 傍 線 は 引 用 者 に よ る 。 ）

一　 は じ め に

　 漢 文 助 辞 「 矣 」 に つ い て は 、 は や く 三 矢 重 松 氏 が 、 「 ヲ 」 に 読 ま れ る 理 由 に つ い て 、

次 の よ う に 述 べ て い る 。

　 「 矣 」 は 、 説 文 に 「 語 已 詞 」 と あ り 。 国 語 に 翻 し て 、「 ツ 」 、「 ヌ 」 、「 タ リ 」 、「 ナ リ 」 、「 カ

シ 」 な ど に 當 る べ き が 、 も と 感 嘆 の 意 よ り 成 れ る も の な る は 、 諸 助 辞 通 有 の 性 質 な

れ ば 、 我 が 感 嘆 の ヲ に 用 ゐ た り と せ む は 、 両 者 相 俟 ち て 頗 妥 當 と い ふ べ き に あ ら じ

か   
1

。

　 つ ま り 、 「 矣 」 は 陳 述 の 助 辞 か ら 転 じ て 、 感 嘆 の 助 詞 に 当 て ら れ た と し て い る 。 そ の

根 底 に あ る の は 、 太 安 万 侶 が 漢 文 助 辞 の 「 矣 」 を 扱 う 際 、 ま ず 国 語 に 存 在 す る 言 葉 に 対

応 さ せ る 、 つ ま り 語 形 の 対 応 を 念 頭 に 置 き な が ら 、 訓 読 し て 漢 文 を 作 成 し た と い う 捉 え

方 で あ る 。 三 矢 氏 の 論 を 継 承 し て 、 武 田 祐 吉 氏 は 、 感 嘆 の 「 ヲ 」 に 当 て ら れ る 「 矣 」 は 、

「 表 意 文 字 」 と し て 捉 え う る も の で 、 「 矣 」 が 文 末 感 嘆 助 詞 か ら 転 じ て 文 中 の 他 の 種 類 の

助 詞 に 当 て ら れ る 時 、 「 訓 仮 字 」 と し て の 用 法 が 成 立 し た 、 と 論 じ て い る   
2

。

　 ま た 、 古 屋 彰 氏 は 、 万 葉 集 人 麻 呂 歌 集 略 体 歌 に お け る 「 矣 」 を 中 心 と し て 論 じ 、 「 ヲ 」

格 の 「 矣 」 字 表 記 を 「 借 訓 」 と し て 取 り 上 げ て い る   
3

。

　 「 矣 」 に 関 す る 諸 論 説 は 、「 矣 」 が 文 末 感 嘆 助 詞 「 ヲ 」 の 表 記 か ら 「 ヲ 」 格 に 転 用 さ れ 、「 矣 」

が 訓 仮 名 と し て 捉 え ら れ る よ う に な っ た 、 と 解 釈 す る 点 で 概 ね 一 致 し て い る 。 そ の 転 用

の 過 程 は 、 次 の 三 段 階 で 示 す こ と が で き る 。

　 　 A 　 漢 文 助 辞 の 正 格 用 法 （ 漢 文 ）

　 　 B 　 詠 嘆 の 終 助 詞 「 ヲ 」 の 正 訓 字 表 記 （ 漢 文 ・ 歌 謡 ）

　 　 C 　 格 助 詞 の 「 ヲ 」 に 転 用 さ れ た 表 記   
4

（ 漢 文 ・ 歌 謡 ）

　 と こ ろ で 、 本 居 宣 長 『 古 事 記 伝 』 の 「 訓 法 の 事 」 に は 、 「 矣 」 に つ い て 、 「 袁
ヲ

と い ふ

辞
テ ニ ヲ ハ

に 用 い た り 、 地
ト コ

矣
ロ ヲ

阿
ア

多
タ

良
ラ

斯
シ

登
ト

許
コ

曾
ソ

な ど の 如 し 、 此 ノ 例 萬 葉 な ど に も 多 し＜ 後 ノ 世 に

は 絶
タ エ

て な き こ と な り＞ 、 又 た だ 漢 文 の 助 字 な る も あ り 、 」   
5

と い う 説 明 が あ る 。 こ こ で 指

摘 さ れ て い る よ う に 、 「 矣 」 が 助 詞 表 記 と し て 日 本 語 の 表 記 に 定 着 し て い た も の だ と す

れ ば 、 「 矣 」 が 万 葉 集 以 後 、 急 速 に 消 え て し ま っ た こ と は 、 い さ さ か 不 自 然 な 変 化 で は

な か ろ う か と 思 う 。 対 照 的 な 論 考 と し て 、 瀬 間 正 之 氏 が 論 じ て い る 「 者 」 の 助 辞 用 法 か
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ら 助 詞 表 記 へ の 定 着 経 緯 が あ げ ら れ る   
6

。 助 詞 の 「 ハ ・ バ 」 を 表 記 す る 「 者 」 が 、 助 詞

表 記 か ら さ ら に 進 ん で 、 訓 仮 名 と し て 国 語 表 記 の 中 に 確 立 し 、 平 安 初 期 の 訓 点 資 料 で 略

体 仮 名 と し て 使 用 さ れ る に 至 っ た 。 し た が っ て 、 助 詞 表 記 の 「 矣 」 は 急 速 に 消 え 去 っ た

の で は な く 、 も と も と 助 詞 表 記 と し て 完 全 に は 確 立 さ れ て い な か っ た と い う 可 能 性 が 考

え ら れ る 。 万 葉 集 の 「 矣 」 が 助 詞 表 記 で あ る こ と は 、 先 行 研 究 に よ っ て 認 め ら れ て い る

と こ ろ で は あ る が 、 漢 文 で 用 い ら れ る 「 矣 」 が 、 B 段 階 か ら C 段 階 へ 移 行 す る 際 、 C 段

階 に ま で 完 全 に は 至 ら ず 、 結 局 、 助 詞 表 記 の 用 法 と し て 確 立 し な か っ た の で は な か ろ う

か と 考 え ら れ る 。

　 本 稿 は 、 こ の 可 能 性 を 検 討 し 、 上 代 文 献 で の 「 矣 」 の 各 用 法 を 考 察 す る 。

二　 古 典 中 国 語 の 「 矣 」 の 用 法

　 対 照 と し て 、 古 典 中 国 語 に お け る 「 矣 」 の 用 法 を ま と め る 。 こ こ で は 、 王 力 の 中 国 語

史 の 時 代 区 分 を 取 り 上 げ 、 主 に 上 古 （ 紀 元 三 世 紀 以 前 、 三 ～ 四 世 紀 は 過 度 期 ） ・ 中 古 （ 四

世 紀 ～ 十 二 世 紀 ） ・ 近 代 （ 十 三 世 紀 ～ 十 九 世 紀 ） ・ 現 代 （ 二 十 世 紀 か ら ） と 区 切 る   
7

。 つ

ま り 、 魏 晋 南 北 朝 ま で の 時 期 が 中 国 語 史 に お け る 上 古 時 代 で あ る 。

　 「 矣 」 は 「 也 」 と 同 様 、 上 古 中 国 語 の 叙 述 文 で は 、 も っ と も 多 く 用 い ら れ て い た 文 末

助 辞 で あ り 、 近 代 中 国 語 ま で 用 い ら れ た 。 上 代 の 日 本 漢 字 文 献 に お け る 「 矣 」 の 用 法 と

比 較 す る た め に 、 古 典 中 国 語 に お け る 用 法 を ま と め る 。 『 説 文 解 字 』 の よ う な 上 古 の 字

書 で は 語 已 辞 、 決 辞 と 解 釈 さ れ 、 清 の 代 表 的 な 虚 詞 研 究 書 『 助 字 辨 略 』 『 経 伝 釈 詞 』 等

や   
8

、 近 代 の 字 書 類 で は 、 文 末 語 気 助 辞 と し て 捉 え ら れ 、 他 の 助 辞 と 対 比 し な が ら 、 完

了 ・ 感 嘆 ・ 疑 問 等 、 文 中 に 果 た す 機 能 に 基 づ い て 分 類 さ れ て い る 。 日 本 の 上 代 は 中 国 の

中 古 に 当 た る は ず で あ る が 、 こ れ ら の 字 書 、 お よ び 現 代 の 「 矣 」 に 関 す る 研 究 は 、 上 古

を め ぐ っ て 論 じ ら れ る こ と が 多 く 、 上 古 と 中 古 の 用 法 の 大 き な 違 い は 特 に 指 摘 さ れ て い

な い た め 、 本 稿 で は 古 典 中 国 語 の 時 代 区 分 を 考 慮 に 入 れ な い こ と に す る 。 こ こ で は 主 に

太 田 辰 夫 氏   
9

の 分 類 に 基 づ き 、 王 力 、 『 詞 詮 』  1
0

の 論 述 を 参 考 し つ つ 、 以 下 の よ う な お お

よ そ 六 の 分 類 を 施 し た 。

①　 事 態 の 完 了 ・ 変 化

　 太 田 辰 夫 氏 に よ り 「 叙 述 文 に 用 い 、 文 脈 よ り し て あ る 時 点 に お け る 完 了 を あ ら わ

す も の 」 と さ れ る も の で あ る 。 聞 き 手 に 、 完 了 の 事 実 を 伝 達 す る 場 合 に 用 い ら れ る 。

ま た 、 形 容 詞 、 数 詞 が 述 語 に 用 い ら れ る 場 合 、 事 態 の 変 化 の 過 程 を 聞 き 手 に 伝 達 す

る 意 味 を あ ら わ す 。 「 已 」 「 嘗 」 「 既 」 等 時 間 を あ ら わ す 副 詞 と 共 起 す る こ と が 多 い 。

・ 吾 見 其 人 矣 ， 吾 聞 其 語 矣 。 （ 論 語 ・ 季 氏 ）

・ 天 下 之 無 道 也 久 矣 。 （ 論 語 ・ 八 ）

・ 晋 在 侯 外 十 九 年 矣 、 而 果 得 晋 国 。 （ 左 氏 伝 ・ 僖 公 二 十 八 年 ）

②　 未 来

　 未 来 に 発 生 す る で あ ろ う こ と 、 未 来 に お け る 変 化 を 相 手 に 伝 達 す る 陳 述 助 字 の 用

法 で あ る 。 未 来 を 対 象 と す る た め 、 「 已 」 「 嘗 」 「 既 」 と の 共 起 は で き な い が 、 「 将 」

と の 共 起 は よ く 見 ら れ る 。 こ の 用 法 の 「 矣 」 は 、 命 令 文 の 文 末 に あ ら わ れ る こ と も
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あ る 。

・ 楚 禍 之 首 将 在 此 矣 。 （ 左 氏 伝 ・ 昭 公 四 年 ）

・ 先 生 休 矣 。 （ 戦 国 策 ・ 趙 策 四 ）

③　 必 然 的 な 断 定

　 仮 定 の 状 況 、 も し く は 既 に 発 生 し た 現 実 と い う 文 脈 よ り 、 後 半 に 理 論 上 或 い は 事

実 上 必 然 の 結 果 が 生 ず る 。 文 末 に あ る 「 矣 」 は そ の 結 果 の 発 生 を 断 定 す る 語 気 が 含

ま れ て い る 。

・ 温 故 而 知 新 、 可 以 為 師 矣 。 （ 論 語 ・ 為 政 ）

・ 後 世 子 孫 必 有 王 者 矣 。 （ 孟 子 ・ 梁 恵 王 下 ）

④　 感 嘆

　 こ の 意 味 で 用 い ら れ る 場 合 は 、 「 矣 」 が 文 末 に く る の が 一 般 的 で あ る が 、 形 容 詞

や 副 詞 の 後 に つ い て 、 文 中 に く る 場 合 も あ る 。

・ 美 哉 禹 功 ！ 明 徳 遠 矣 ！ （ 左 氏 伝 ・ 昭 公 元 年 ）

・ 甚 矣 ！ 吾 衰 也 ！ 久 矣 ！ 吾 不 復 夢 見 周 公 。 （ 論 語 ・ 述 而 ）

⑤　 疑 問

　 も と も と 陳 述 の 語 気 詞 で あ る 「 矣 」 は 、 疑 問 の 意 を 表 さ な い た め 、 疑 問 文 に あ ら

わ れ る 場 合 、 文 中 に 「 何 」 「 誰 」 等 の 疑 問 代 名 詞 や 疑 問 助 字 と 共 起 し て 、 疑 問 の 意

味 を 表 す 。 つ ま り 、 「 矣 」 は 用 い ら れ な く て も 、 疑 問 の 意 に 差 し 支 え が な い 。 音 調

を 整 え る 働 き を す る 。

・ 危 而 不 持 ， 顛 而 不 扶 ， 則 將 焉 用 彼 相 矣 。 （ 論 語 ・ 季 氏 ）

⑥　 提 示

　 全 文 を 示 す だ け で は な く 、 下 文 を 引 き 出 す 役 割 を 果 た し て い る 。 「 矣 」 は 文 末 助

辞 と し て 捉 え ら れ る が 、 提 示 の 「 矣 」 は 文 中 に 現 れ る 用 例 で あ る 。 太 田 辰 夫 氏 は こ

の 類 を ④ に 分 類 し た が 、 『 助 字 辨 略 』 で は 、 こ の 用 法 を 「 是 頓 挫 之 辞 」 と し て お り 、

単 に 詞 の 調 子 を 抑 え 、 抑 揚 を つ け る も の と し て い る 。 だ が 、 『 経 伝 釈 詞 』 で は 、 「 為

引 下 之 詞 」 と 捉 え ら れ て い る 。 『 詞 詮 』 は 、 両 者 の 意 見 を ま と め 、 「 表 提 示 以 起 下 文 、

與 也 第 二 条 同 」 と し 、 「 也 」 と 同 じ く 「 矣 」 が 文 の 前 半 を 提 示 し て 後 半 を 引 き 出 す

と 解 釈 し て い る 。

　 こ の 場 合 、 「 矣 」 は 重 文 の 文 末 、 も し く は 「 主 題 ＋ 之 ＋ 述 語 」 の 後 に く る  1
1

。

・ 漢 之 広 矣 、 不 可 泳 思 。 江 之 永 矣 、 不 可 方 （ 詩 経 ・ 国 風 ・ 周 南 ）

・ 悪 不 仁 者 、 其 為 仁 矣 、 不 使 不 仁 者 加 乎 其 身 。 （ 論 語 ・ 里 仁 ）

　 「 也 」 は 名 詞 の 後 に つ い て 主 題 や 目 的 語 の 提 示 に も 用 い ら れ て い る 。

・ 女 也 不 爽 、 士 貮 其 行 。 士 也 罔 極 、 二 三 其 徳 。 （ 詩 経 ・ 衛 風 ・ 氓 ）
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三　 『 日 本 書 紀 』 の 「 矣 」

　 『 日 本 書 紀 』 は 正 史 の た め 、 正 格 的 な 漢 文 の 書 き 方 が 追 求 さ れ 、 い わ ゆ る 純 漢 文 体 を

志 向 し て い る と 考 え ら れ て い た が 、 語 彙 や 語 法 の 研 究 か ら 、 巻 に よ っ て 和 習 が 多 く 見 ら

れ る こ と が 明 ら か に な っ て き た 。 森 博 達 氏 は 、 音 韻 学 ・ 訓 詁 学 の 立 場 か ら 、 中 国 の 原 音

に よ っ て 仮 名 が 表 記 さ れ 、 文 章 の 混 用 ・ 奇 用 の 少 な い α 群 と 、 仮 名 が 和 音 に よ っ て 表 記

さ れ 、 文 章 も 和 習 が 多 数 を 占 め る β 群 と に 分 け て い る  1
2

。 こ こ で 、 森 博 達 氏 の 研 究 を 参

考 に 、 『 日 本 書 紀 』 に お け る 「 矣 」 に つ い て 、 漢 文 助 辞 の 用 法 別 に 、 そ れ ぞ れ α 群 、 β

群 に あ ら わ れ る 用 例 数 を 表 の よ う に ま と め た 。 「 ＊ 判 断 （ 同 「 也 」 ） 」 は 、 漢 文 助 辞 の 「 矣 」

の 用 法 に 当 て は ま ら ず 、 「 也 」 の 混 用 で あ ろ う と 、 筆 者 が 判 断 す る 用 例 数 を 集 め た も の

で あ る 。

β
群

α
群

計

事
態

の
完

了
・

変
化

9
9

4
0

1
3
9

未
来

6
5

1
1

必
然

的
な

断
定

3
3

1
6

4
9

命
令

・
請

求
・

意
志

1
4

7
2
1

感
嘆

1
5

1
8

3
3

疑
問

1
8

2
2
0

提
示

7
0

7

＊
判

断
（

同
「

也
」）

2
4

6
3
0

計
2
1
6

9
4

3
1
0

　 右 の 表 で 示 さ れ て い る よ う に 、 事 態 の 完 了 ・ 変 化 の 「 矣 」 は 全 体 の 半 数 近 く を 占 め 、

和 習 の 少 な い α 群 よ り 、 混 用 の 多 い β 群 で 多 く 用 い ら れ て い る 。 だ が 、 α 群 に 分 け ら れ

る 巻 の 数 は 十 二 巻 で あ る の に 対 し 、 β 群 は α 群 よ り 五 巻 多 い 十 七 巻 が 該 当 す る た め 、 割

合 で β 群 の 用 例 数 が 多 い と は 断 言 で き な い 。 し か し 、 提 示 、 判 断 の よ う な 用 法 に 関 し て

は 、 β 群 の 用 例 数 が 確 実 に 多 い と 言 え よ う 。

　 判 断 の 語 気 を 表 し 、 「 也 」 の 混 用 と 考 え ら れ る 用 例 数 は 三 十 例 あ っ て 、 全 体 の 一 〇 ％

し か 占 め て い な い が 、 特 定 の 文 型 に だ け 表 れ て い る 。 構 文 か ら み る と 、 大 体 以 下 の 形 式

が あ る 。

ⅰ　 凡 ＋ 「 数 量 」 ＋ 矣 。 （ β 群 十 一 例 ）

　 こ の 類 の 用 例 は 、 人 数 （ 神 の 柱 数 ） を 表 す 文 脈 で 現 れ る 。 古 典 中 国 語 で は 、 「 矣 」 が

数 詞 の 後 に き て 、 発 話 時 点 ま で 発 生 し た 数 量 上 の 変 化 、 も し く は 状 態 を 表 す 用 法 が 多 く

確 認 さ れ て い る 。

　 ま た 、 ⅰ の 類 は 、 前 文 に 出 て く る 人 物 の 数 を 数 え る 文 脈 で 使 わ れ 、 「 ア ワ セ テ ～ ナ リ 」

と 訓 読 さ れ て い る の で 、 「 也 」 の 判 断 の 用 法 で あ る 。 こ の 二 つ の 要 素 を 総 合 し て み れ ば 、

ⅰ の 文 型 は 「 也 」 の 混 用 と 考 え ら れ る 。 他 の 九 例 も 同 様 の 構 文 で あ る た め 、 こ こ で は 省
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略 す る 。
（

1） 凡 三 神 矣 ／ 凡 有 九 神 矣 。 （ 神 代 上 ・ 上 9
7 ／ 9
5 ）

ⅱ　 是 ／ 此 ＋ N ＋ 矣 。 （ β 群 九 例 、 α 群 三 例 ）

　 古 典 中 国 語 に お け る 代 表 的 な 判 断 文 の 文 型 「 是 ／ 此 ＋ N ＋ 也 」 か ら き た も の で あ る 。

β 群
（

2） 自 國 常 立 尊 、 伊 奘 諾 尊 ・ 伊 奘 冉 尊 、 是 謂 神 世 七 代 者 矣 。 （ 神 代 上 ・ 上 7
9 ）

（
3） 次 筑 紫 洲 。 次 億 岐 三 子 洲 。 次 佐 度 洲 。 次 越 洲 。 次 吉 備 子 洲 。 由 此 謂 之 大 八 洲 國 矣 。

 （ 神 代 上 ・ 上 8
5 ）

（
4） 其 涙 墮 而 爲 神 。 是 即 畝 丘 樹 下 所 居 之 神 。 號 啼 澤 女 命 矣 。 （ 神 代 上 ・ 上 9
1 ）

（
5） 所 塞 磐 石 、 是 謂 泉 門 塞 之 大 神 也 。 亦 名 道 返 大 神 矣 。 （ 神 代 上 ・ 上 9
5 ）

（
6） 其 底 筒 男 命 ・ 中 筒 男 命 ・ 表 筒 男 命 、 是 即 住 吉 大 神 矣 。 （ 神 代 上 ・ 上 9
5 ）

（
7） 底 津 少 童 命 ・ 中 津 少 童 命 ・ 表 津 少 童 命 、 是 阿 曇 連 等 所 祭 神 矣 。

 （ 神 代 上 ・ 上 9
5 ）

（
8） 復 劒 刃 垂 血 、 是 爲 天 安 河 邊 所 在 五 百 箇 磐 石 也 。 即 此 經 津 主 神 之 祖 矣 。

 （ 神 代 上 ・ 上 9
3 ）

（
9） 此 不 可 以 吾 私 用 也 、 乃 遣 五 世 孫 天 之 葺 根 神 、 上 奉 於 天 。 此 今 所 謂 草 薙 劒 矣 。

 （ 神 代 上 ・ 上 12
7

）

（
10

）
背 私 向 公 、 是 臣 之 道 矣 。 （ 推 古 天 皇 十 二 年 ・ 下 18

5
）

α 群
（

11
）

衣 食 之 源 、 則 二 儀 之 區 矣 。 （ 天 智 天 皇 元 年 ・ 下 35
7

）

（
12

）
老 少 竊 相 語 曰 、 是 燒 佛 像 之 罪 矣 。 （ 敏 達 天 皇 十 四 年 ・ 下 15

1
）

（
13

）
時 賢 聞 而 曰 、 此 之 一 言 、 竊 比 於 往 哲 之 善 言 矣 。 （ 天 智 天 皇 八 年 ・ 下 37

3
）

ⅲ　 V ＋ N ＋ 矣 。 （ β 群 四 例 、 α 群 三 例 ）

　 物 事 に 対 し て 主 観 的 に 推 理 、 判 断 す る 文 脈 で 使 わ れ て い る 。 ⅱ の 構 文 の 「 是 ／ 此 」 を

省 略 し た 用 例 も あ る 。

β 群
（

14
）

廟 重 事 矣 。 寡 人 不 賢 。 何 敢 當 乎 。 （ 舒 明 天 皇 元 年 ・ 下 22
7

）

（
15

）
何 則 雖 復 天 神 之 子 、 豈 能 一 夜 之 間 、 使 人 有 身 者 哉 。 固 非 我 子 矣 。

 （ 神 代 下 ・ 上 15
9

）

（
16

）
于 時 、 降 到 之 處 者 、 呼 曰 日 向 襲 之 高 千 穗 添 山 峯 矣 。 （ 神 代 下 ・ 上 16

1
）

（
17

）
由 吾 在 故 、 汝 得 建 其 大 造 之 績 矣 。 （ 神 代 上 ・ 上 13

1
）

α 群
（

18
）

臨 刑 指 井 而 詛 曰 、 此 水 者 百 姓 唯 得 飮 焉 。 王 者 獨 不 能 飮 矣 。

 （ 雄 略 天 皇 即 位 前 紀 ・ 上 46
1

）

（
19

）
留 守 官 蘇 我 赤 兄 臣 、 語 有 間 皇 子 曰 、 天 皇 所 治 政 事 、 有 三 失 矣 。

 （ 斉 明 天 皇 四 年 ・ 下 33
5

）

（
20

）
於 是 、 穴 穗 部 皇 子 、 謂 大 臣 與 大 連 曰 、 逆 頻 無 禮 矣 。 （ 用 明 天 皇 元 年 ・ 下 15

7
）

　 以 上 の 三 つ の 文 型 に つ い て は 、 「 矣 」 ば か り 用 い ら れ る の で は な く 、 正 用 で あ る 「 也 」
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を 使 用 す る 用 例 も 多 数 見 ら れ る 。

（
21

）
兄 大 彦 命 、 是 阿 倍 臣 ・ 膳 臣 ・ 阿 閉 臣 ・ 狹 々 城 山 君 ・ 筑 紫 國 造 ・ 越 國 造 ・ 伊 賀 臣 、

凡 七 族 之 始 祖 也 。 （ 孝 元 七 年 ・ 上 23
3

）

（
22

）
此 二 神 、 青 橿 城 根 尊 之 子 也 。 （ 神 代 上 ・ 上 7
9 ）

（
23

）

一 書 曰 、 古 國 稚 地 稚 之 時 、 譬 猶 浮 膏 而 漂 蕩 。 于 時 、 國 中 生 物 。 状 如 葦 牙 之 抽 出 也 。

 （ 神 代 上 ・ 上 7
7 ）

　 ま た 、 以 上 の ⅰ ～ ⅲ の よ う な 「 矣 」 字 の 例 は 、 書 紀 だ け で は な く 、 他 の 上 代 漢 文 に も

見 ら れ る 。 以 下 の 用 例 は 旧 大 系 よ り 引 用 し た も の で あ る 。 括 弧 の 内 は 頁 数 を 示 し て い る 。

（
24

）
此 則 所 謂 嶋 里 、 是 矣 。 （ 出 雲 国 風 土 記 ・ 13

8
）

（
25

）
葦 原 鹿 、 其 味 若 爛 、 喫 異 山 宍 矣 。 （ 常 陸 国 風 土 記 ・ 4
4 ）

　 「 矣 」 が 文 中 に あ る 提 示 用 法 の 七 例 は す べ て β 群 に あ る 。 正 格 の 漢 文 助 辞 の 用 法 に 適 い 、

し か も 「 也 」 と の 互 換 が で き る 用 例 は （
26

）
 

（
27

）
 

（
28

）
に 見 ら れ る 五 例 で あ る 。

（
26

）
今 朕 則 自 蘇 何 出 之 。 大 臣 亦 爲 朕 舅 也 。 故 大 臣 之 言 、 夜 言 矣 夜 不 明 、 日 言 矣 日 不 晩 、

何 辭 不 用 。 （ 推 古 天 皇 三 十 三 年 ・ 下 21
1

）

（
27

）
我 聞 此 言 、 立 思 矣 居 思 矣 、 未 得 其 理 。 （ 舒 明 天 皇 即 位 前 紀 ・ 下 21

9
）

（
28

）
爰 天 皇 責 曰 、 汝 不 欲 矣 、 豈 強 遣 耶 。 何 未 對 賊 、 以 豫 懼 甚 焉 。

 （ 景 行 天 皇 四 十 年 ・ 上 30
1

）

　 次 の （
29

）

 

（
30

）
の 二 例 も 、 提 示 用 法 の 漢 文 助 辞 で あ る が 、 第 二 節 で 説 明 し た よ う に 、 「 矣 」

は 重 文 の 文 末 、 も し く は 「 主 題 ＋ 之 ＋ 述 語 」 の 後 に く る 。 そ れ に 対 し て 、 名 詞 の 後 に つ

け る こ と が で き る の は 、 本 来 「 也 」 で あ る た め 、 （
29

）

 

（
30

）
は 、 「 也 」 の 混 用 と 考 え ら れ る 。

（
29

）
於 是 、 群 臣 議 之 曰 、 夫 使 人 雖 死 之 、 不 失 旨 。 是 使 矣 何 怠 之 、 失 大 國 之 書 哉 。

 （ 推 古 天 皇 十 六 年 ・ 下 19
1

）

（
30

）
是 以 、 時 人 曰 、 鳴 牡 鹿 矣 、 隨 相 夢 也 。 （ 仁 徳 天 皇 三 十 八 年 ・ 上 40

5
）

　 「 矣 」 と 「 也 」 と は 、 両 者 と も 陳 述 文 の 語 気 詞 で あ り 、 も と も と 意 味 の 類 し て い る も

の で あ る 。 『 馬 氏 文 通 』 で は 、

　 助 字 中 惟 「 也 」 「 矣 」 両 字 最 習 用 、 而 為 用 各 別 。 「 也 」 字 所 以 助 論 断 之 辞 気 、 「 矣 」

字 惟 以 助 叙 説 之 辞 気 。 故 凡 句 意 之 為 当 然 者 、 「 也 」 字 結 之 、 已 然 者 、 「 矣 」 字 結 之 。

所 謂 当 然 者 、 決 是 非 、 断 可 否 耳 。 所 謂 已 然 者 、 陳 其 事 、 必 其 効 而 已 。

と さ れ 、 両 者 の 用 法 が 区 別 さ れ て い る  1
3

。 語 気 の 漢 文 助 辞 は 文 の 語 気 を 助 け る 働 き を 果

た す た め 、 文 の 意 味 に は 決 定 的 な 影 響 は 与 え な い 。 し か し 、 上 文 で 述 べ た よ う に 、 「 矣 」

は 事 態 が す で に 発 生 し 、 完 了 し た と い う 基 本 的 な 意 味 を 持 つ た め 、 「 也 」 と 同 じ 文 で 使

わ れ て い て も 、 ニ ュ ア ン ス が 異 な る の で あ る 。 例 え ば 、 「 悪 不 仁 者 、 其 為 仁 矣 、 不 使 不

仁 者 加 乎 其 身 。 」 （ 論 語 ・ 里 仁 ） の 「 矣 」 を 、 「 也 」 に 入 れ 替 え て も 、 文 と し て 成 立 す る が 、

「 矣 」 の 場 合 は す で に 発 生 し た 結 果 ・ 状 態 、 「 也 」 は 未 発 生 の 事 に 対 す る 断 定 を 表 す の で

あ る 。

　 書 紀 の 用 例 に 戻 る と 、 判 断 の 用 法 （ 同 「 也 」 ） 、 提 示 の 用 法 に お い て は 、 β 群 で α 群 よ

り 明 ら か に 用 例 数 が 多 い こ と に 気 付 く 。 必 ず し も β 群 の 用 例 が 和 習 で あ っ て 、 α 群 の 用

例 が 正 漢 文 的 で あ る と は 言 い 切 れ な い が 、 β 群 の 編 纂 者 は 、 よ り 判 断 、 提 示 の 「 矣 」 の

使 用 を 好 ん で い る と 言 え る で あ ろ う 。 こ の こ と か ら 次 の 可 能 性 が 考 え ら れ る 。

　 「 也 」 と 「 矣 」 の 区 別 が 曖 昧 で あ っ て 、 編 纂 者 に と っ て 把 握 が 困 難 で あ り 、 十 分 に 理
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解 さ れ て い な か っ た た め 、 日 本 人 に よ っ て 作 成 さ れ て い る と 思 わ れ る β 群 に お い て は 、

「 也 」 と 「 矣 」 の 、 ど ち ら に す る か 判 断 で き な い 場 合 、 頻 繁 に 使 わ れ る 「 也 」 の 重 複 を

避 け る た め 、 所 々 意 図 的 に 「 矣 」 を 以 て 入 れ 替 え た と い う 可 能 性 は 排 除 で き な い だ ろ う 。

（
29

）
は 、 そ の 典 型 的 な 例 で あ る 。 「 鳴 牡 鹿 矣 」 と 「 隨 相 夢 也 」 は き れ い な 対 に な っ て い る 。

「 矣 」 は 名 詞 の 「 鳴 牡 鹿 」 を 提 示 し 、 後 文 を 引 き 出 す 働 き を 担 っ て お り 、 「 也 」 の 混 用 で

あ る が 、 後 ろ の 「 也 」 と の 重 複 を 避 け る た め 、「 矣 」 を 用 い た の で は な い か と 推 測 さ れ る 。

漢 文 助 辞 の 用 字 の 多 様 化 を 求 め る 一 種 の 工 夫 、 も し く は 技 法 と 考 え ら れ る 。

四　 『 古 事 記 』 の 「 矣 」

　 『 古 事 記 』 に は 「 矣 」 の 用 例 が 十 三 例 用 い ら れ 、 「 矣 」 が 文 末 に あ る か 否 か に よ っ て 、

次 の よ う に 分 類 で き る 。

文 末 （ 七 例 ）

（
31

）
然 、 運 移 世 異 、 未 行 其 事 矣 。 （ 上 ・ 2
2 ）

（
32

）
可 謂 名 高 文 命 、 徳 冠 天 乙 矣 。 （ 上 ・ 2
2 ）

（
33

）
汝 命 者 、 所 知 高 天 原 矣 、 事 依 而 賜 也 。 （ 上 ・ 5
2 ）

（
34

）
汝 命 者 、 所 知 夜 之 食 國 矣 、 事 依 也 。 （ 上 ・ 5
4 ）

（
35

）
汝 命 者 、 所 知 海 原 矣 、 事 依 也 。 （ 上 ・ 5
4 ）

（
36

）
爾 海 神 自 出 見 、 云 此 人 者 、 天 津 日 高 之 御 子 、 虚 空 津 日 高 矣 。 （ 上 ・ 12

8
）

（
37

）
因 吾 隱 坐 而 、 以 爲 天 原 自 闇 、 亦 葦 原 中 國 皆 闇 矣 、 何 由 以 、 天 宇 受 賣 者 爲 樂 、 亦

八 百 萬 神 諸 咲 。 （ 上 ・ 6
6 ）

文 中 （ 六 例 ）

（
38

）
又 離 田 之 阿 、 埋 溝 者 、 地 矣 阿 多 良 斯 登 許 曾 （ 自 阿 以 下

七 字 以 音 ） 我 那 勢 之 命 為 如 此 登 （ 此 一 字

以 音 ）

詔 雖 直 。 （ 上 ・ 8
1 ）

（
39

）
天 香 山 之 五 百 津 眞 賢 木 矣 、 根 許 士 爾 許 士 而 （ 自 許 下 五

字 以 音 ） （ 上 ・ 8
4 ）

（
40

）
即 蹈 傾 其 船 而 、 天 逆 手 矣 、 於 青 柴 垣 打 成 而 隱 也 （ 訓 柴 云

布 斯 ） （ 上 ・ 10
8

）

（
41

）
爾 天 兒 屋 命 、 布 刀 玉 命 、 天 宇 受 賣 命 、 伊 斯 許 理 度 賣 命 、 玉 祖 命 、 並 五 伴 緒 矣 支 加

而 天 降 也 。 （ 上 ・ 11
4

）

（
42

）
若 此 御 子 矣 天 皇 之 御 子 所 思 看 者 、 可 治 賜 。 （ 中 ・ 20

0
）

（
43

）
其 緒 者 、 載 赤 幡 、 立 赤 幡 、 見 者 、 五 十 隱 、 山 三 尾 之 、 竹 矣 訶 岐 。 （ 此 二 字

以 音 ）

  （ 下 ・ 35
6

）

　 本 居 宣 長 は 『 古 事 記 』 の 「 矣 」 を 、 「 ヲ 」 に 当 て ら れ る も の と 、 漢 文 助 辞 と い う 二 類

に 分 け て い る 。 武 田 祐 吉 氏 は 、 本 居 宣 長 の 分 類 に 従 い 、 文 末 に く る （
31

）
～ （
36

）
を 「 そ の 語 の

終 結 を 示 す 漢 文 風 の 用 法 」 に 分 類 し 、 （
38

）

 

（
39

）

 

（
40

）

 

（
41

）

 

（
43

）
を 「 ヲ 」 に 当 た る も の と し て 一 類 に す る 。

さ ら に 進 ん で 、 （
37

）
は 、 「 以 為 」 の 終 を 示 す 辞 と 理 解 で き る が 、 接 続 助 詞 の 「 ヲ 」 の 表 記

と し て と る こ と も で き る 。 （
42

）
に つ い て は 言 及 し て い な い 。 こ こ で 武 田 氏 の 分 類 を 踏 ま え

て 、 は た し て 「 ヲ 」 に 当 て ら れ る か ど う か 、 漢 文 風 で あ る か ど う か を 念 頭 に お い て 、 検

討 し て い く こ と と す る  1
4

。

　 （
31

）
～ （
36

）
の 六 例 の 「 矣 」 の う ち 、 （
31

）
は 完 了 、 （
32

）
は 推 量 、 （
33

）
～ （
36

）
は 判 断 を 表 す も の で 、 「 ～

者 ～ 矣 」 と い う 文 型 が 用 い ら れ て い る  1
5

。 （
37

）
は 接 続 助 詞 の 「 ヲ 」 の 表 記 と し て も 捉 え る
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こ と は 可 能 で あ る が 、 や は り 漢 文 助 辞 の 完 了 ・ 変 化 の 用 法 と 理 解 す る の が 一 般 的 で あ ろ

う 。 文 末 に 用 い ら れ る 七 例 は 概 ね 、 漢 文 助 辞 の 用 法 に の っ と っ た も の と 考 え ら れ る 。

　 し か し （
33

）
 

（
34

）

 

（
35

）
の 三 例 に つ い て は 問 題 が 残 る 。 「 N 1

者 、 所 知 N 2

矣 」 と い う 構 文 は 、 一

見 単 純 な 「 ～ 者 ～ 矣 」 構 文 に 見 え る が 、 「 所 知 」 の 存 在 に よ っ て 、 構 文 と し て 不 自 然 に

な る 。 「 所 」 は 動 詞 の 前 に 置 か れ 、 動 詞 の 目 的 語 或 い は 補 語 に 相 当 す る 人 ・ 物 事 ・ 場 所

を 指 す 語 で あ る 。 「 所 知 」 は 「 汝 命 」 の お さ め る 場 所 を 指 す の で 、 後 の 高 天 原 ・ 夜 之 食 國 ・

海 原 と 重 な る 。 「 所 ～ 者 」 を 以 て 古 代 漢 語 に 直 す と す れ ば 、 「 N 1

所 知 者 、 N 2

矣 」 に な る

は ず で あ る 。 に も か か わ ら ず 、 「 N 1

者 、 所 知 N 2

矣 」 を 用 い て い る 理 由 と し て 、 漢 文 の

語 順 を 借 り な が ら 、 「 者 」 を 国 語 助 詞 の 「 ハ 」 に 当 て  1
6

、 「 矣 」 を 助 詞 の 「 ヲ 」 に 当 て て

い る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 つ ま り 、 「 ～ 者 ～ 矣 」 と い う 典 型 的 な 漢 文 の 文 型 を 用 い る こ

と に よ り 、 見 た 目 と し て は 漢 文 の 形 を 保 ち な が ら 、 「 矣 」 を 以 て 述 語 と 目 的 語 の 関 係 を

示 し て い る と い う こ と で あ る 。

　 「 矣 」 が 文 中 に 現 れ る 六 例 は 、 さ ら に 構 文 に よ っ て 三 類 に 分 け ら れ る 。

ⅰ　 N ＋ 矣 ＋ V ／ A
DJ 用 例 （

38
）

 

（
39

）

 

（
43

）

　 （
38

）

 

（
39

）

 

（
43

）
の 共 通 点 は 、 二 つ あ げ ら れ る 。 一 つ は 名 詞 が 「 矣 」 の 後 に く る 用 言 の 目 的 語

と な っ て い る こ と 。 そ し て 、 も う 一 つ は 、 用 言 が 音 仮 名 で 表 記 さ れ る こ と で あ る 。 そ し

て 、 音 仮 名 で 表 記 さ れ る 用 言 の 後 に は 、 「 自 ～ 下 ～ 字 以 音 」 と い う 註 が あ る 。

　 こ の 構 文 は 「 N ＋ を ＋ V 」 か ら 構 成 さ れ て い る 。 こ れ ら の 文 は 動 詞 が す べ て 音 仮 名 表

記 で 、 し か も 「 V ＋ N 」 の 構 文 に な っ て い る 。 だ が （
38

）

 

（
39

）
の よ う な 述 語 が 音 仮 名 で 表 記 さ

れ る 例 は 、 「 V ＋ N 」 の 構 文 に 直 す と 、 音 仮 名 で 表 記 さ れ た 用 言 と 目 的 語 の 名 詞 と の 判

別 が 難 し く な る 。

　 し た が っ て 、 こ の 表 記 法 が 採 ら れ た 理 由 に つ い て は 、 二 つ の 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 一

つ は 、 漢 文 の 文 脈 に お い て 、 音 仮 名 で 表 記 さ れ た 部 分 は 不 自 然 に 見 え る た め 、 漢 文 助 辞

の 「 矣 」 の 提 示 用 法 を 通 し て 、 目 的 語 を 提 示 し た と い う こ と で あ る 。 先 述 の よ う に 、「 矣 」

は 「 主 題 ＋ 之 ＋ 述 語 」 の 後 に し か 用 い ら れ る こ と が で き な い 。 そ れ に 対 し て 、 「 也 」 に

は 主 題 や 目 的 語 を 提 示 す る 用 法 が あ る た め 、 こ こ で は 「 也 」 の 混 用 と 考 え る こ と が で き る 。

も う 一 つ は 、 目 的 語 、 述 語 の 関 係 を 示 す た め に 格 助 詞 の 「 ヲ 」 に 当 て る つ も り で 、 筆 録

者 が 「 矣 」 を 用 い た 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 つ ま り 漢 文 助 辞 と 国 語 助 詞 の 中 間 的 用 法 で あ る 。

ⅱ　 N 1

＋ 矣 ＋ N 2
（ ニ ／ ト ） ＋ V 　 用 例 （
40

）

 

（
42

）

　 （
40

）

 

（
42

）
は 、 二 例 と も 「 ～ を ～ に す る 」 、 「 ～ を ～ と す る 」 と い う 、 比 較 的 複 雑 な 構 文 を

漢 文 で 表 そ う と し た も の で あ る が 、 漢 文 と し て は 意 味 が 通 じ な い 。 し か し 、 こ こ に は 目

的 語 お よ び 変 化 の 結 果 を 表 す 補 語 と い う 二 つ の 名 詞 が あ り 、 目 的 語 の 「 天 逆 手 」 「 御 子 」

と 述 語 と の 関 係 を 示 す た め に は 、 ど う し て も 「 ヲ 」 格 を 表 記 す る 必 要 が あ る 。 そ の た め 、

「 矣 」 を 以 て 「 ヲ 」 に 当 て た と 考 え ら れ る 。 全 体 的 な 構 文 は 日 本 語 の 語 順 に 従 い 、 助 詞 「 ヲ 」

「 ニ 」 「 バ 」 を 、 漢 文 助 辞 の 「 矣 」 「 於 」 「 者 」 を 以 て 表 記 し 、 さ ら に 文 末 に 「 也 」 を 加 え

る 変 体 漢 文 で あ る 。

ⅲ　 並 ／ 凡 ～ 矣　 用 例 （
41

）

　 こ の 文 型 は 、 『 日 本 書 紀 』 で も 見 ら れ 、 す で に 第 三 節 で 検 討 し た 。 （
41

）
の 「 並 五 伴 緒 矣 」
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は 、 前 文 の 五 つ の 神 を 合 わ せ て 「 五 伴 緒 」 と す る の で 、 「 並 ～ 矣 」 を 一 つ の 文 と み る こ

と が で き る 。 し か し 、 『 日 本 書 紀 』 と は 異 な り 、 こ こ で の 「 矣 」 は 文 末 で は な く 、 文 中

に き て お り 、 「 矣 」 を た だ の 語 気 詞 と 理 解 す る に は 無 理 が あ る 。 こ の 「 矣 」 は 提 示 の 助

辞 と い う よ り 、 格 助 詞 の 「 ヲ 」 に 近 い と 考 え ら れ る 。

　 文 中 に く る 「 矣 」 の 用 例 は 、 『 古 事 記 』 だ け で は な く 、 『 風 土 記 』 で も 四 例 が 確 認 さ れ

る 。 い ず れ も 常 陸 国 風 土 記 の 近 い 箇 所 の 例 で あ る 。

（
44

）
栲 衾 志 羅 紀 乃 三 埼 矣 、 國 之 餘 有 耶 見 者 、 國 之 餘 有 詔 而 （ 常 陸 国 風 土 記 ・ 10

0
）

（
45

）
亦 北 門 佐 伎 之 國 矣 、 國 之 餘 有 耶 見 者 、 國 之 餘 有 詔 而 （ 常 陸 国 風 土 記 ・ 10

0
）

（
46

）
亦 北 門 農 波 乃 國 矣 、 國 之 餘 有 耶 見 者 、 國 之 餘 有 詔 而 （ 常 陸 国 風 土 記 ・ 10

0
）

（
47

）
亦 高 志 之 都 都 乃 三 埼 矣 、 國 之 餘 有 耶 見 者 、 國 之 餘 有 詔 而 （ 常 陸 国 風 土 記 ・ 10

0
）

　 こ れ ら の 例 と 比 較 し て も 、 や は り 「 矣 」 は （
38

）

 

（
39

）

 

（
43

）
の よ う に 、 提 示 用 法 で あ り な が ら 、

格 助 詞 の 「 ヲ 」 を 表 記 す る 性 質 を 併 せ 持 っ て い る と 思 わ れ る 。

　 太 田 晶 二 郎 氏 は 、 「 矣 」 字 が 感 嘆 の 「 ヲ 」 を 表 記 す る 場 合 は 「 正 訓 」 と み な す べ き で 、

文 中 の 「 ヲ 」 格 に 転 用 し て も 、 擬 装 ・ 皮 肉 の 策 を 以 て 漢 文 体 の 面 目 を 保 つ と し て い る  1
7

。 『 古

事 記 』 、 『 風 土 記 』 は い わ ゆ る 変 体 漢 文 を 主 体 と し 、 所 々 で 和 習 が 見 ら れ る 。 （
31

）
～ （
37

）
の よ

う な 「 ～ 者 ～ 矣 」 等 漢 文 で よ く 見 ら れ る 文 型 を 用 い る 場 合 も あ れ ば 、 （
38

）
～ （
47

）
の よ う に 、

漢 文 助 辞 と 国 語 助 詞 と の 中 間 的 用 法 を 用 い る 場 合 も あ る 。

　 以 上 の 用 例 か ら 、 『 古 事 記 』 の 全 体 的 な 傾 向 と し て 、 「 矣 」 が 正 格 の 漢 文 助 辞 か ら 国 語

助 詞 の 表 記 へ と 移 行 し て い る 流 れ が 見 ら れ る 。 前 述

し た よ う に 、 「 矣 」 は 文 末 の 詠 嘆 助 詞 「 ヲ 」 の 表 記

か ら 「 ヲ 」 格 に 転 用 さ れ た も の で あ る と す る 先 行 研

究 が あ る 。 し か し 、 『 古 事 記 』 の 用 例 を 見 る と 、 詠

嘆 用 法 の 「 矣 」 の 用 例 が 一 例 も な い 。 そ の 一 方 で 、『 古

事 記 』 の 筆 録 者 は 、「 矣 」 の 代 わ り に 、「 乎 」 、「 耶 」 、「 哉 」

な ど の 漢 文 助 辞 を 以 て 詠 嘆 の 意 を 表 す 。 つ ま り 、『 古

事 記 』 の 筆 録 者 に は 「 矣 」 を 以 て 、 詠 嘆 の 終 助 詞 「 ヲ 」

に 当 て る 意 識 が な い の で は な い か と 思 わ れ る 。 し た

が っ て 、 こ こ で も う 一 つ の 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 正

格 漢 文 助 辞 の 「 矣 」 は 、 「 也 」 の 用 法 と 混 同 さ れ 、

変 格 漢 文 助 辞 と し て の 用 法 を 用 い ら れ る よ う に な っ

た 。 そ こ か ら 進 ん で 、 変 体 漢 文 で は 、 目 的 語 と 述 語

の 関 係 を 明 示 す る 必 要 が あ る 場 合 、 「 矣 」 の 変 格 漢

文 助 辞 の 提 示 用 法 を 以 て 目 的 語 を 提 示 し 、 さ ら に 進

ん で 国 語 助 詞 「 ヲ 」 と 重 ね て 用 い ら れ る よ う に な っ

て き た と 推 測 さ れ る 。 変 化 の 流 れ は 、 以 下 の 図 に 示

す 通 り で あ る 。
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五　 万 葉 歌 、 木 簡 及 び 古 文 書 の 「 矣 」

　 以 上 、 上 代 の 漢 文 ・ 変 体 漢 文 の 「 矣 」 を め ぐ る 問 題 に つ い て 論 じ て き た 。 一 方 、 『 万

葉 集 』 の 「 矣 」 に 関 し て は 、 前 述 の よ う に す で に 古 屋 彰 氏 が 論 じ て い る 。 『 万 葉 集 』 に

お い て は あ わ せ て 八 十 九 の 用 例 が あ っ て 、 そ の う ち 、 漢 文 部 に は 十 七 例 、 歌 に は 七 十 二

例 が あ る 。 そ の 所 在 は 、 人 麻 呂 関 係 （ 十 例 ） お よ び 福 麻 呂 関 係 （ 三 十 四 例 ） に 偏 っ て い

る  1
8

。 助 詞 「 ヲ 」 に 当 て る 例 に つ い て は 、 人 麻 呂 歌 集 内 に あ っ て 、 「 矣 」 が 略 体 歌 に 偏 っ

て い る の に 対 し て 、 「 乎 」 が 非 略 体 歌 に 多 用 さ れ て い る 。 「 矣 」 と 「 乎 」 は 同 一 用 字 圏 に

共 存 し 難 い 傾 向 が あ る 。 福 麻 呂 関 係 の 歌 に あ っ て も 、 助 詞 「 ヲ 」 に 当 て る 「 矣 」 の 用 例

数 が 「 乎 」 よ り 多 い と 指 摘 さ れ て い る 。 人 麻 呂 歌 集 略 体 歌 に お い て は 、 漢 文 助 辞 の 用 法

に 近 く 、「 矣 」 に よ っ て 詠 嘆 の 終 助 詞 「 ヲ 」 が 正 訓 字 表 記 さ れ 、 福 麻 呂 関 係 の 歌 に な る と 、

詠 嘆 の 終 助 詞 は 、 「 矣 」 か ら 「 焉 」 に と っ て か わ ら れ 、 「 矣 」 の 用 法 は 「 ヲ 」 格 を 表 記 す

る 借 訓 字 と し て 完 成 さ れ た と さ れ て い る 。 そ の 理 由 は 、 助 詞 ・ 助 動 詞 を 表 記 し よ う と す

る 表 記 者 の 意 識 の 強 弱 が 存 在 し た こ と に よ る も の で 、 助 詞 を 表 記 し よ う と す る 意 識 の 弱

い 略 体 歌 に お い て は 、 助 詞 「 ヲ 」 の 表 記 に 「 矣 」 が 多 用 さ れ 、 助 詞 を 細 か く 表 記 す る 非

略 体 歌 に お い て は 、 「 乎 」 が 圧 倒 的 に 多 用 さ れ て い る と 述 べ ら れ て い る 。

　 『 古 事 記 』 に お い て も 『 万 葉 集 』 に お い て も 、 二 つ の 共 通 点 が 見 ら れ る 。 一 つ は 、 「 矣 」

が 限 ら れ た 範 囲 内 で 用 い ら れ て い た こ と で あ る 。 『 古 事 記 』 で は 漢 文 部 に 、 『 万 葉 集 』 で

は 略 体 歌 に 偏 在 し て い る 。 そ れ に 相 応 し て 、『 古 事 記 』 の 歌 謡 部 に は 「 袁 」 と い う 音 仮 名 が 、

『 万 葉 集 』 の 非 略 体 歌 に は 「 乎 」 と い う 音 仮 名 が あ る 。 も う 一 つ は 、 そ の 用 法 が 漢 文 助

辞 に 近 い と 考 え ら れ る こ と で あ る 。『 古 事 記 』 に つ い て は す で に 第 四 節 で 論 じ た 。『 万 葉 集 』

略 体 歌 に お け る 用 例 は 、 終 助 詞 と し て 漢 文 助 辞 「 矣 」 の 感 嘆 の 用 法 に 近 い と 思 わ れ る が 、

格 助 詞 の 用 法 に も 見 え る 。 こ れ ま で 「 矣 」 に つ い て は 、 終 助 詞 の 「 ヲ 」 の 表 記 か ら 「 ヲ 」

格 の 表 記 へ 変 化 し た と 先 行 研 究 に よ っ て 指 摘 さ れ て き た が 、『 万 葉 集 』 に お け る 「 矣 」 は 、

『 古 事 記 』 等 、 変 体 漢 文 の 用 法 に 影 響 を 受 け 、 「 ヲ 」 格 を 「 矣 」 で 表 記 す る に 至 っ た と い

う 可 能 性 も 排 除 で き な い 。

　 『 古 事 記 』 に お い て 「 矣 」 が 、 正 格 漢 文 助 辞 か ら 変 格 漢 文 助 辞 に 変 化 し た の は 、 筆 録

者 の 漢 文 習 熟 度 の 所 為 に よ る も の と 考 え る こ と が で き る が 、 国 語 助 詞 の 「 ヲ 」 の 表 記 に

進 化 し た こ と の 背 景 に は 、 文 の 意 味 に 決 定 的 な 影 響 を 与 え る 格 助 詞 を 示 そ う と す る 筆 録

者 の 積 極 的 な 意 図 が あ っ た と 考 え ら れ る 。

　 『 古 事 記 』 で は 、「 袁 」 が 音 仮 名 表 記 と し て 、 神 名 、 場 所 、 歌 謡 に お け る 国 語 助 詞 の 「 ヲ 」

に 使 わ れ る の に 対 し て 、「 矣 」 は 、 漢 文 助 辞 で あ り な が ら 国 語 表 記 の 「 ヲ 」 に 進 化 し つ つ 、

そ の 使 用 範 囲 も あ く ま で 漢 文 に 限 ら れ て い る 。 『 万 葉 集 』 の 正 訓 字 主 体 表 記 の 略 体 歌 に

お い て も 、 『 古 事 記 』 の 漢 文 部 に お い て も 、 結 果 的 に 「 矣 」 は 漢 文 助 辞 の イ メ ー ジ が 強

く 残 さ れ て い る 。

　 そ の 他 、「 矣 」 が 「 ヲ 」 格 に 当 て ら れ る 用 例 は 、 木 簡 、 古 文 書 の よ う な 資 料 に も み ら れ る 。

奈 良 文 化 財 研 究 所 の 木 簡 デ ー タ ベ ー ス で 検 索 し た 結 果 、 木 簡 に は あ わ せ て 十 三 の 用 例 が

あ っ た 。 そ の う ち 、 「 矣 」 が 「 ヲ 」 格 に 当 て ら れ る 用 例 は 、 平 城 京 木 簡  1
9

の 一 例 し か な い 。

（
48

）
国 足 ∥ ○ 朱 沙 □ 〔 者 ヵ 〕 □ ・ ◇ 朱 沙 矣 価 計 而 進 出 ○ 別 采 色 入 筥 今

　 ま た 、 『 大 日 本 古 文 書 』 所 収 の 奈 良 時 代 の 古 文 書  2
0

に お い て は 「 矣 」 が 二 十 五 例 あ る 。

そ の う ち 、 「 ヲ 」 格 に 当 た る も の は 、 一 例 の み で あ る 。 こ の 例 に 関 し て は 、 ま だ 疑 問 が
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残 る の で 、 本 稿 で は 用 例 だ け を 示 し 、 考 察 対 象 と し な い こ と に す る 。

（
49

）
以 前 、 得 廣 長 寺 辞 状 称 、 絶 上 件 地 常 根 沽 与 東 大 寺 布 施 屋 地 已 訖 、 望 請 、 依 式 欲 立

券 文 者 、 郡 矣 勘 間 得 実 、 依 勒 估 買 両 人 署 名 、 立 券 如 件 、 以 解

　 木 簡 、 古 文 書 の 用 例 か ら み る と 、 当 時 の 文 書 で も 、 「 矣 」 は 正 格 の 漢 文 助 辞 の 用 法 と

し て 一 般 的 に 用 い ら れ て い た が 、 一 部 は 、 国 語 助 詞 「 ヲ 」 と し て 意 識 さ れ 、 漢 文 助 辞 と

国 語 助 詞 の 中 間 的 用 法 と し て も 用 い ら れ て い た よ う で あ る 。

　 こ の よ う な 用 例 は 、 太 田 晶 二 郎 氏 の 指 摘 す る よ う に 、 平 安 初 期 に 入 っ て も 、 依 然 と し

て み ら れ る 。 例 え ば 、 平 安 遺 文  2
1

の 土 地 売 買 契 約 文 書 に は 、 次 の よ う な 用 例 が み ら れ る 。

（
50

）
件 墾 田 壱 百 束 矣 充 価 値 。

　 平 安 遺 文 の 八 〇 九 例 の 中 で は 、「 矣 」 の 多 く は 正 格 漢 文 助 辞 の 用 法 と し て 用 い ら れ 、「 ヲ 」

格 に 近 い 用 法 は 上 の 「 ～ 矣 ～ 充 ～ 価 値 」 の 文 型 で し か 見 ら れ な い 。 お そ ら く こ の よ う な

構 文 は 平 安 初 期 の 時 点 で 、 す で に 慣 用 の 文 型 と し て 使 用 さ れ て い た と 考 え ら れ る 。

六　 ま と め

　 上 代 の 漢 字 文 献 に お け る 漢 文 助 辞 の 「 矣 」 の 用 法 を 考 察 し て み る と 、 全 体 的 な 傾 向 と

し て 、 正 格 の 漢 文 助 辞 の 用 法 が 主 流 で あ っ て 、 変 体 的 な 漢 文 助 辞 か ら 国 語 助 詞 の 「 ヲ 」

の 表 記 へ 移 行 す る 流 れ が 見 ら れ る が 、 助 詞 表 記 は 確 立 さ れ て い な か っ た 。

　 そ れ と は 対 照 的 に 、 漢 文 助 辞 の 「 者 」 の 場 合 、 国 語 助 詞 「 ハ ・ バ 」 の 表 記 と し て 定 着

し た だ け で な く 、 訓 仮 名 と し て 「 ハ 」 を 表 記 す る よ う に な っ た 。 『 古 事 記 』 に お い て 使

用 頻 度 六 位 と い う 「 者 」 字  2
2

の 多 用 、 し か も 判 断 文 型 「 是 ～ 者 、 ～ 也 」 の 多 用 が 、 助 詞

「 ハ 」 表 記 の 確 立 に つ な が っ た 一 つ の 原 因 と 考 え ら れ る 。 そ の た め に 、 助 詞 表 記 だ け で

は な く 、 さ ら に 進 ん で 「 ハ 」 の 訓 仮 名 と し て 用 い ら れ る よ う に な っ た 。 一 方 「 矣 」 は 、

陳 述 の 漢 文 助 辞 と し て 、 「 也 」 ほ ど 多 用 は さ れ て い な い 。 「 ヲ 」 格 と 漢 文 助 辞 の 提 示 用 法

の 中 間 的 用 法 か ら み る と 、 こ れ を 「 ヲ 」 格 に 当 て よ う と す る 時 期 が あ っ た と 言 え よ う 。

だ が 、 『 古 事 記 』 の 歌 謡 部 で は 「 袁 」 、 万 葉 集 非 略 体 表 記 で は 「 乎 」 の 表 記 が 固 定 化 さ れ

て お り 、 結 局 漢 文 と い う カ テ ゴ リ ー か ら 脱 却 で き ず 、 と う と う 「 者 」 の よ う に 訓 仮 名 に

ま で は 至 ら な か っ た と 見 ら れ る 。

　 国 語 助 詞 を 表 記 し よ う と す る 場 合 、 「 者 」 の よ う な 上 代 の 漢 字 文 献 で 大 量 に 使 用 さ れ

る 漢 文 助 辞 の ほ う が 、 漢 文 の 構 文 を 考 慮 し な が ら 、 国 語 助 詞 と 漢 文 助 辞 と の 一 対 一 の 対

応 が 実 現 で き る 。 し か し 、 「 ヲ 」 格 の 場 合 、 日 本 語 で は 多 く 使 わ れ る が 、 漢 文 助 辞 「 矣 」

に よ っ て 明 示 す る 必 要 の あ る 文 脈 は 限 ら れ 、 一 対 一 の 対 応 は 簡 単 に 実 現 し な か っ た 。 そ

の た め 、 漢 文 で は 、 こ の よ う な 用 法 が 徐 々 に 消 え 、 や が て 漢 文 助 辞 の 「 矣 」 の 用 法 だ け

が 残 っ た と 考 え ら れ る 。

【 注 】
1   三 矢 重 松 『 古 事 記 に 於 け る 特 殊 な る 訓 法 の 研 究 』 （ 中 文 館 書 店　 一 九 三 二 年　 四 四 ～ 四 六

頁 ） 。
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